
新潟市美術館及び新潟市新津美術館美術資料の寄託，借⽤及び貸出に関する要綱 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新潟市美術館条例施⾏規則（平成１１年規則第３３号）第１７条及

び新潟市新津美術館条例施⾏規則（平成１７年規則第４８号）第１９条の規定に基づ

き，新潟市美術館及び新潟市新津美術館（以下「美術館」という。）における美術品及

び美術に関する資料（以下「美術資料」という。）の寄託及び借⽤，並びに美術館が所

蔵⼜は保管する美術資料の貸出について，新潟市契約規則（昭和５９年規則第２４

号）及び新潟市物品管理規則（昭和３９年規則第１５号）の規定によるもののほか，

必要な事項を定めるものとする。 

 



第２章 寄託 

（美術資料の受託） 

第２条 新潟市⻑（以下「市⻑」という。）は，美術資料の所有者（以下「所有者」とい

う。）から美術資料の寄託の申請があった場合，美術館設置の趣旨に沿うと認めるとき

は，この要綱の定めるところにより，これを無償で受託することができる。 

（寄託の申請） 

第３条 所有者が，美術資料を寄託しようとするときは，美術資料寄託申請書（以下「寄

託申請書」という。）（別記様式第１号）を提出し，市⻑の承認を受けなければならな

い。 

２ 市⻑は，前項の承認を⾏うに際しては，新潟市附属機関設置条例（昭和３５年条例第

３９号）第２条に基づき新潟市美術館及び新潟市新津美術館美術資料選定委員会に諮

問しなければならない。 

（受託及び返還） 

第４条 市⻑は，美術資料を受託したときは，所有者に，美術資料受託証書（以下「受託

証書」という。）（別記様式第２号）を交付するものとする。 

２ 所有者が，美術館に寄託した美術資料（以下「寄託資料」という。）の返還を受けよう

とするときは，返還を受けようとする⽇の１カ⽉前までに寄託資料返還請求書（別記

様式第３号）を市⻑に提出しなければならない。ただし，所有者は，寄託資料の展⽰

期間中は返還を受けることができない。 

３ 寄託資料は，受託証書と引換えに所有者に返還するものとする。 



（受託期間及び更新） 

第５条 受託期間は２年以内とする。ただし，市⻑が必要と認めたときは，所有者の承諾

を得てこの期間を更新することができる。 

２ 市⻑が前項の更新をするときは，受託期間の末⽇の１カ⽉前までに所有者から寄託資

料寄託期間更新承諾書（別記様式第４号）を提出させなければならない。 

３ 市⻑は，更新を決定したときは，所有者に寄託資料受託期間更新通知書（別記様式第

５号）で通知するものとする。 

（寄託資料の返還） 

第６条 市⻑は，受託期間を定めたときであっても，必要があると認めたときは所有者に

寄託資料を返還することができる。 

２ 市⻑は，前項の返還をしようとするときは，返還をしようとする⽇（以下「返還期

⽇」という。）の１カ⽉前までに寄託資料返還通知書（別記様式第６号）で通知するも

のとする。 

３ 前項の通知を受けた所有者は，返還期⽇までに受託証書と引換えに寄託資料の引渡し

を受けなければならない。 

（所有者等の変更） 

第７条 売買，相続等により寄託資料の所有者に変更があったとき，⼜は所有者の⽒名，

名称若しくは住所等に変更があったときは，その所有者（所有者変更の場合は新所有

者）は，所有者等変更届出書（別記様式第７号）に当該変更を証する書⾯及び受託証

書を添えて市⻑に届け出て，受託証書の書換えを受けなければならない。 



（受託証書の再交付） 

第８条 受託証書を紛失し，⼜は著しく破損したときは，所有者は，速やかに美術資料受

託証書再発⾏申請書（別記様式第８号）を市⻑に提出しなければならない。 

（美術資料輸送経費の負担） 

第９条 所有者は，美術資料の搬⼊及び返還に要する荷造り及び運搬経費を負担しなけれ

ばならない。ただし，市⻑が特に認めた場合は，この限りではない。 

（寄託資料の展⽰等） 

第１０条 市⻑は，寄託資料について展⽰，模写，模造，撮影等を⾏い，⼜はこれらの結

果を公刊することができる。 

２ 市⻑以外の者が前項の⾏為をするときは，所有者の承諾書を添えて，市⻑の承認を受

けなければならない。 

（寄託資料の管理） 

第１１条 市⻑は，寄託資料を美術館が所蔵する美術資料と同⼀の注意をもって管理する

ものとする。 

２ 市⻑は，災害，その他不可抗⼒による寄託資料の損害に対して，その責めを負わない

ものとする。 

第３章 借⽤ 

（美術資料の借⽤） 

第１２条 市⻑は，美術館における収集の検討，展⽰⼜は調査研究に必要な美術資料を貸



主から借⽤することができる。 

２ 市⻑は，美術資料を借⽤したときは美術資料借⽤書（別記様式第９号）を貸主に提出

する。ただし，貸主が借⽤書を別に定めるときは，その様式によるものとする。 

（借⽤期間） 

第１３条 美術資料の借⽤期間は，前条の借⽤⽬的に合わせ，次のとおりとする。 

（１） 収集の検討 ６０⽇以内 

（２） 展⽰ ９０⽇以内 

（３） 調査研究 ２年以内 

（借⽤資料の返還） 

第１４条 市⻑は，借⽤した美術資料を返還するときは，美術資料借⽤書と引換えに⾏う

ものとする。 

第４章 貸出 

（美術資料の貸出） 

第１５条 市⻑は，次に掲げる者に対して，美術資料を貸し出すことができる。 

（１）美術資料の貸出を受けようとする者が，国⼜は地⽅公共団体の設置する美術

館，博物館，展⽰館⼜はこれらに準ずる機関であるとき。 

（２）前号以外の機関で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２章の規定による

登録を受け，⼜は同法第５章の規定により博物館に相当する施設として指定を受けた

ものであること。 



（３）その他市⻑が特に必要と認めたとき。 

２ 美術資料の貸出の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，美術資料貸

出許可申請書（別記様式第１０号）を市⻑に提出しなければならない。 

３ 市⻑は，前項の申請内容について必要があると認めるときは，その他の関係書類の提

出を求めることができる。 

（貸出の許可） 

第１６条 市⻑は，前条の申請があったときは，借⽤⽬的が展⽰⼜は調査研究であり，か

つ当該貸出が美術館の業務に⽀障がないものと認めるときは，美術資料の貸出を許可

することができる。 

２ 市⻑は，前条の許可をしたときは，美術資料貸出許可書（別記様式第１１号）により

申請者に通知するものとする。 

（貸出の期間） 

第１７条 美術資料の貸出の期間は，輸送⽇を含めて第１３条に定める借⽤期間に準ず

る。ただし，海外貸出その他市⻑が特に必要があると認める場合はこの限りではな

い。 

（遵守事項） 

第１８条 美術資料の貸出の許可を受けた者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

（１）貸出を受けた美術資料は，細⼼の注意を払い管理すること。 

（２）貸出を受けた美術資料が滅失し，⼜は毀損若しくは汚損したときは，当該美術



資料を原状に回復し⼜はそれによって⽣じた損害を賠償すること。 

（３）当該美術資料の輸送費及び保険料並びに維持管理に要する⼀切の経費を負担す

ること。 

（４） 当該美術資料の写真撮影，模写，模造及び印刷物掲載等については，あらかじ

め市⻑の承諾を受けること。この場合，著作権に係るものについては，あらかじめ

著作権者から同意を得ること。 

（５） 当該美術資料を貸出の許可に係わる利⽤⽬的以外に使⽤し，⼜は展⽰場所及び

保管場所を変更しないこと。 

（６）貸出期間満了の⽇までに指定された場所に返還すること。 

（７）前各号に定めるもののほか，市⻑が指⽰する事項。 

（引渡及び返還） 

第１９条 美術資料の貸出を受けた者は，当該美術資料の引渡を受ける際，美術資料借⽤

書（別記様式第１２号）を市⻑に提出しなければならない。 

２ 市⻑は，貸出した美術資料の返還を受けたときは，貸出を受けた者に美術資料借⽤書

を返付するものとする。 

３ 前２項の引渡及び返還は，当事者双⽅において貸出した美術資料の破損及び瑕疵等を

確認のうえ⾏うものとする。 

（貸出料） 

第２０条 美術資料の貸出は無償とする。 



（返還請求） 

第２１条 市⻑は，次の各号の⼀に該当するときは貸出期間中であっても美術資料の返還

を請求することができる。 

（１） 第１８条の規定に違反したとき。 

（２） 市⻑が必要と認めるとき。 

第５章 その他 

（委任） 

第２２条 この要綱に定めるほか，美術資料の寄託，借⽤及び貸出に関し必要な事項は，

別に定める。 

附 則 

（施⾏期⽇） 

１ この要綱は，平成２２年１０⽉５⽇から施⾏する。 

（新潟市美術館美術資料貸出要綱の廃⽌） 

２ 新潟市美術館美術資料貸出要綱（平成２２年７⽉１６⽇制定）は，廃⽌する。 

附 則 

（施⾏期⽇） 

この要綱は，平成２３年１０⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 



（施⾏期⽇） 

この要綱は，平成２４年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 

（施⾏期⽇）  

この要綱は，令和３年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 

（施⾏期⽇） 

この要綱は，令和８年２⽉１⽇から施⾏する。 



別記様式第１号（第３条関係） 

美術資料寄託申請書 

 
 

   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
 

申請者 
                 〒 

住  所 
               
               

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
 
 下記のとおり寄託したいので申請します。 
  

なお，寄託に際しては，新潟市美術館及び新潟市新津美術館美術資料の寄託，借用
及び貸出に関する要綱に従います。 

 
記 

 

種  別 
 
 
 

作品名 
 
 
 

作者名 
 
 
 

制作年 
 
 
 

規 格 
 
 
 

数  量 
 
 
 

附属品 
 
 
 

寄託期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

備 考 
 
 
 
 

 



別記様式第２号（第４条関係） 

美術資料受託証書 

 
第        号 

 
   年   月   日 

 
 
                 様 
 

 
 

              新 潟 市 長 
                                 
 
 下記の美術資料を，新潟市美術館及び新潟市新津美術館美術資料の寄託，借用及び
貸出に関する要綱により受託しました。 
 

記 
 

種  別 
 
 
 
 

作品名 
 
 
 
 

作者名 
 
 
 
 

制作年 
 
 
 
 

規 格 
 
 
 
 

数  量 
 
 
 
 

附属品 
 
 
 
 

受託期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

備 考 
 
 
 
 

 



別記様式第３号（第４条関係） 

寄託資料返還請求書 

 
 

   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
 

申請者 
                 〒 

住  所 
               
               

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
 
 

下記の寄託資料の返還を請求します。 
 

記 
 

受託番号 
 
 
 
 

受託年月日 
 
 
 
 

 
返還を受 
けようと 
する日 

 

 
 
 

種別等 
 
 
 
 

寄託期間 

 
   年   月   日から 
 
   年   月   日まで 
 

備 考 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



別記様式第４号（第５条関係） 

寄託資料寄託期間更新承諾書 

 
 

   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
 

承諾者 
                 〒 

住  所 
               
               

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
 
 下記の寄託資料について，寄託期間の更新を承諾します。 
  

記 
 

更新後の 
 

寄託期間 

 
   年   月   日から 
 
   年   月   日まで 
 

受託番号 
 
 
 
 

受託年月日 
 
 
 
 

 
種別等 

 

 
 
 
 
 
 

更新前の 
 

寄託期間 

 
   年   月   日から 
 
   年   月   日まで 
 

備 考 

 
 
 
 
 
 
 

 



別記様式第５号（第５条関係） 

 

寄託資料受託期間更新通知書 

 
                                第        号 
 

   年   月   日 
                 様 

 
 

          新 潟 市 長 
 
 
   年  月  日付け第   号で受託した下記の寄託資料について，受託期 
 
間を更新したので通知します。 
 

記 
 

更新後の 
寄託期間 

年   月   日から 
年   月   日まで 

種別 
 
 
 
 

作品名 
 
 
 
 

 
作者名 

 

 
 
 

制作年 
 

 

規 格 
 
 
 

数 量 
 
 
 

附属品 
 
 
 

更新前の 
受託期間 

年   月   日から 
年   月   日まで 

備 考 

 
 
 
 
 

 

 

 



別記様式第６号（第６条関係） 

寄託資料返還通知書 

 
第        号 

 
   年   月   日 

 
 
                 様 
 

 
              新 潟 市 長 

                                 
 
    年  月  日付け第   号で受託した下記の寄託資料について，返還 
 
の必要が生じましたので通知します。 
 

注 返還期日までに受託証書と引換えに，当該寄託資料の引渡しを 
受けてください。 

 
記 

 

返還期日 
 
 
 

種  別 
 
 
 

作品名 
 
 
 

作者名 
 
 
 

制作年 
 
 
 

規 格 
 
 
 

数  量 
 
 
 

附属品 
 
 
 

受託期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

備 考 
 
 

 



別記様式第７号（第７条関係） 

所有者等変更届出書 

 
 

   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
 

届出者 
                 〒 

住  所 
               
               

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
 
    年  月  日付け第   号で寄託した美術資料について，下記のとお 
 
り変更が生じましたので届け出ます。 
  
    注 変更があった事実を証する書面及び受託証書を添付してください。 
 

記 
 

 
所有者の 
住所・氏 
名の変更 

 

 
（変更前） 
      
 
 
（変更後） 
 
 

 
所有者の 

 
変更 

 

 
（前所有者） 
 
 
 
（新所有者） 
 
 

その他の 
 

変更 
 

 
（変更前） 
 
 
 
（変更後） 
 
 

備 考 
 
 
 

 



別記様式第８号（第８条関係） 

美術資料受託証書再発行申請書 

 
 

   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
 

申請者 
                 〒 

住  所 
               
                

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
 
    年  月  日付け第   号で寄託した下記の美術資料について，美術 
 
資料受託証書を紛失・破損したので再発行を申請します。 
  
         注 破損の場合は，破損した受託証書を添付してください。 
 

 
記 

 

種  別 
 
 
 

作品名 
 
 
 

作者名 
 
 
 

制作年 
 
 
 

規 格 
 
 
 

数  量 
 
 
 

附属品 
 
 
 

寄託期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

備 考 
 



別記様式第９号（第１２条関係） 

美術資料借用書 

 
第        号 

 
   年   月   日 

 
                 様 
 

 
              新 潟 市 長 

                                 
 
 下記のとおり美術資料を借用しました。 
 

記 
  

種  別  
 

作品名  
 

作者名 
 
 

制作年 
 
 

規 格 
 
 

数  量 
 
 

附属品 
 
 

借用目的 
 
 

借用期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

借用期間 
中の所在 

 
 

借用条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考 
 
 

 



別記様式第１０号（第１５条関係） 

美術資料貸出許可申請書 

 
   年   月   日 

（宛先）新潟市長 
 
 

申請者 
                 〒 

住  所 
               
               

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
 
 下記のとおり貸出の許可を受けたいので申請します。 
  

なお，貸出の許可を受けるに際しては，新潟市美術館及び新潟市新津美術館美術資料
の寄託，借用及び貸出に関する要綱，及び借用条件その他の指示に従います。 

 
記 

 

種  別 
 
 

作品名  
 

作者名  
 

制作年  
 

規 格  

数  量  
 

附属品  

借用目的  
 

借用期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

借用期間 
中の所在 

 
 
 

 
 
 
 

その他 
 

必要事項 
 

 

 
１ 輸送方法並びに輸送業者 
２ 写真撮影，模写，模造，印刷物等の掲載の有無 
３ 著作権の係る場合，著作者の同意の有無  など 



別記様式第１１号（第１６条関係） 

美術資料貸出許可書 

 
第        号 

 
   年   月   日 

 
 
                 様 

 
 

              新 潟 市 長 
                                 
 
 
   年  月  日付けで申請のありました美術資料の貸出について，下記の 
 
とおり許可します。 
 

記 
 

種  別  
 

作品名  
 

作者名 
 
 

制作年 
 
 

規 格 
 
 

数  量 
 
 

附属品 
 
 

使用目的  
 

貸出期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

貸出期間 
中の所在 

 
 

貸出条件 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

備 考 
 
 

 



別記様式第１２号（第１９条関係） 

美術資料借用書 

 
   年   月   日 

（宛先）新潟市長 
 

申請者 
                 〒 

住  所 
               
               

氏   名                 
 
 
電話番号                 

 
                                        

年  月  日付け第   号で貸出の承諾を受けた美術資料を，下記 
 

のとおり借用しました。 
記 

 

種  別 
 
 

作品名  
 

作者名 
 
 

制作年 
 
 

規 格 
 
 

数  量 
 
 

附属品 
 
 

借用目的 
 
 

借用期間 年   月   日から 
年   月   日まで 

借用期間 
中の所在 

 
 
 

借用条件 

 
 
 
 
 

備考 
 
 

 


